
(57)【要約】

【課題】　容器の複数のウエルに試料を転写する場合

に、試料が個々のウエルの転写先に確実に転写されるよ

うにする。

【解決手段】　複数のウエルに試料を充填した転写元の

マイクロプレートＭＰを位置決めスタンド２０に位置決

めして載置するとともに、複数のピン１１をマトリクス

状に立設した転写器具１０を位置決めスタンド２０に取

り付ける。この状態から転写器具１０をコイルスプリン

グ２５の伸張弾力に抗して押下し、各ピン１１の先端を

各ウエルに挿入し、各ピン１１の先端に試料を付着させ

る。次いで、転写先のマイクロプレートＭＰを位置決め

スタンド２０に位置決めして載置し、各ピン１１に試料

が付着した転写器具１０をコイルスプリング２５の伸張

弾力に抗して押下して各ピン１１を各ウエルに挿入し、

試料を同時にかつ正確に転写する。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】　容器にマトリクス状に形成された複数の

ウエルに対して同時にそれぞれ挿入可能な複数のピンを

マトリクス状に立設したことを特徴とする転写器具。

【請求項２】　複数のウエルをマトリクス状に形成した

容器を位置決め可能に載置する台座と、

この台座に立設され転写器具を取り付けて該転写器具に

マトリクス状に立設された複数のピンを前記台座に載置

された前記容器の複数のウエルに対して同時にそれぞれ

挿入するように案内する複数のシャフトと、

これらシャフトに取り付けられた前記転写器具に前記台

座に向かうのとは反対方向の付勢力を与える弾性手段と

を有することを特徴とする位置決めスタンド。

【請求項３】　前記台座が、一対のガイドレールを有

し、これらガイドレールによって前記容器を複数スライ

ド可能に載置できるようになっていることを特徴とする

請求項２記載の位置決めスタンド。

【請求項４】　前記台座が、前記一対のガイドレールに

よってスライド可能に載置された前記容器のスライド位

置を位置決めする位置決めピンを着脱自在に備えること

を特徴とする請求項３記載の位置決めスタンド。

【請求項５】　容器にマトリクス状に形成された複数の

ウエルに対して同時にそれぞれ挿入可能な複数のピンを

マトリクス状に立設した転写器具と、

前記容器を位置決め可能に載置する台座と、この台座に

立設され前記転写器具を取り付けて該転写器具の複数の

ピンを前記台座に載置された前記容器の複数のウエルに

対して同時にそれぞれ挿入するように案内する複数のシ

ャフトと、これらシャフトに取り付けられた前記転写器

具に前記台座に向かうのとは反対方向の付勢力を与える

弾性手段とを有する位置決めスタンドとからなることを

特徴とする試料の同時転写装置。

【請求項６】　前記台座が、一対のガイドレールを有

し、これらガイドレールによって前記容器を複数スライ

ド可能に載置できるようになっていることを特徴とする

請求項５記載の試料の同時転写装置。

【請求項７】　前記台座が、前記一対のガイドレールに

よりスライド可能に載置された前記容器のスライド位置

を位置決めする位置決めピンを着脱自在に備えることを

特徴とする請求項７記載の試料の同時転写装置。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は試料の同時転写装置

に関し、特に生物学，医学，医療検査等の分野で、蛋白

質，核酸，酵素，菌，ウイルス，細胞等の検体やこれら

検体に対する試薬，検査薬，培養液等（以下、試料と総

称する）を同時に転写するのに使用される試料の同時転

写装置に関する。

【０００２】

【従来の技術】周知のように、蛋白質，核酸，酵素，

菌，ウイルス，細胞等の検体を多数同時に検査したり培

養したりするために、マイクロプレート（測定容器），

培養容器，インキュベーション容器等の複数のウエル

（穴）を有する容器が用いられている。

【０００３】図６（Ａ）～（Ｃ）は、マイクロプレート

ＭＰの一例を示す平面図，側面図および要部拡大断面図

である。図示の如く、マイクロプレートＭＰは、合成樹

脂，ガラス等で基台部５１とウエル形成部５２とからな

る長方形板状に形成されており、ウエル形成部５２の短

辺側の２ヵ所の角には方向識別用の切欠５２ａが設けら

れている。

【０００４】ウエル形成部５２には、例えば８×１２の

マトリクス状に合計９６個のウエル５３が形成され、各

ウエル５３は、例えば直径６．５ｍｍ，深さ１０ｍｍの

丸底５３ａの穴に形成されている。

【０００５】なお、マイクロプレートには、縦横寸法，

ウエル数，ウエル容量，底の形状（丸底，平底）等の異

なる種々のものが市販されている。

【０００６】従来は、マイクロプレートＭＰの個々のウ

エル５３に貯留された培養液に検体である細菌の希釈液

を転写したり、ウエル５３に貯留された細菌の希釈液に

試薬を転写したりする等の場合には、研究員，補助員等

が転写元の試料をピペット，ステンレス棒等により手作

業で個々のウエル５３に転写していた。

【０００７】

【発明が解決しょうとする課題】しかしながら、上述し

た従来の人手による試料の転写方法では、試料がきわめ

て微量（例えば、１～２５μｌ程度）であるので、図６

（Ｃ）に示すようにウエル５３の壁面５３ｂに表面張力

により液粒５３ｃとして付着することがあり、このよう

に付着した場合には、当該試料を用いた所望の培養，試

験等を正確に実施することができないという問題点があ

った。

【０００８】また、試料のウエル５３の壁面５３ｂへの

付着を防止し、試料を正確にウエル５３内の転写先に転

写させるためには細心の注意が必要であり、そのためウ

エル数が増加するにつれて試料の転写に要する時間が莫

大なものになるという問題点があった。

【０００９】本発明の第１の目的は、上述の点に鑑み、

複数のピンをマトリックス状に立設し試料を転写先の容

器のマトリックス状に形成された各ウエルに同時に転写

できるようにした転写器具を提供することにある。

【００１０】また、本発明の第２の目的は、前記転写器

具の各ピンが前記容器の各ウエルに同時にかつ確実に挿

入されるように案内する位置決めスタンドを提供するこ

とにある。

【００１１】また、本発明の第３の目的は、前記転写器

具と前記位置決めスタンドとからなる試料の同時転写装

置を提供することにある。

【００１２】
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【課題を解決するための手段】本発明の転写器具は、容

器にマトリクス状に形成された複数のウエルに対して同

時にそれぞれ挿入可能な複数のピンをマトリクス状に立

設したことを特徴とする。

【００１３】また、本発明の位置決めスタンドは、複数

のウエルをマトリクス状に形成した容器を位置決め可能

に載置する台座と、この台座に立設され転写器具を取り

付けて該転写器具にマトリクス状に立設された複数のピ

ンを前記台座に載置された前記容器の複数のウエルに対

して同時にそれぞれ挿入するように案内する複数のシャ

フトと、これらシャフトに取り付けられた前記転写器具

に前記台座に向かうのとは反対方向の付勢力を与える弾

性手段とを有することを特徴とする。

【００１４】さらに、本発明の試料の同時転写装置は、

容器にマトリクス状に形成された複数のウエルに対して

同時にそれぞれ挿入可能な複数のピンをマトリクス状に

立設した転写器具と、前記容器を位置決め可能に載置す

る台座と、この台座に立設され前記転写器具を取り付け

て該転写器具の複数のピンを前記台座に載置された前記

容器の複数のウエルに対して同時にそれぞれ挿入するよ

うに案内する複数のシャフトと、これらシャフトに取り

付けられた前記転写器具に前記台座に向かうのとは反対

方向の付勢力を与える弾性手段とを有する位置決めスタ

ンドとからなることを特徴とする。

【００１５】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい

て図面を参照して説明する。

【００１６】（１）　第１の実施の形態

【００１７】図１～図３は、本発明の第１の実施の形態

に係る試料の同時転写装置Ｔ１を示す図であって、図１

（Ａ）および（Ｂ）は全体側面図および要部（転写器

具）斜視図、図２は全体平面図、図３はピンおよびピン

の挿入状態を示す図である。

【００１８】試料の同時転写装置Ｔ１は、多数の転写ピ

ン（以下、単にピンという）１１をマトリクス状に立設

した転写器具１０と、試料を転写する際に転写元のマイ

クロプレートＭＰ１および転写先のマイクロプレートＭ

Ｐ２を摺動自在に載置する位置決めスタンド２０とから

構成されている。

【００１９】ピン１１は、図３に示すように、ステンレ

ス等の耐食性の金属で丸棒状に形成され、中央部１１ａ

は、例えば、長さ４０ｍｍ，直径３ｍｍ、上端の固定部

１１ｂは、例えば、長さ６ｍｍ，直径１．２５ｍｍ、下

端（先端）の挿入部１１ｃは、例えば、長さ１０ｍｍ，

直径０．８ｍｍに形成されている。

【００２０】一方、マイクロプレートＭＰのウエル５３

の寸法は、前述の如く、例えば内径６．５ｍｍ，深さ１

０ｍｍである。したがって、ピン１１とウエル５３との

位置決めを正確にしておけば、ピン１１の挿入部１１ｃ

をウエル５３に挿入した場合に、ウエル５３の側壁５３

ｂとピン１１とが接触するおそれはない。よって、ピン

１１の挿入部１１ｃに予め付着させた試料をウエル５３

内の転写先に確実に転写することができる。

【００２１】転写器具１０は、図１（Ｂ）に示すよう

に、アルミニウム，鉄等の金属板からなるやや厚手の長

方形の基板１２の下面にマトリクス状に９６（＝８×１

２）本のピン１１を平行かつ同一高さに立設し、各ピン

１１の間隔はマイクロプレートＭＰのウエル５３の中心

間の間隔に一致させて構成されている。

【００２２】基板１２の４隅の孔には、シャフト２４に

摺動自在に挿通されるシャフト挿通部材１３が固着され

ている。また、基板１２の上面中央部には、転写器具１

０を掴むための把手１４が配置されている。

【００２３】また、位置決めスタンド２０は、厚手のア

ルミニウム，鉄等の金属板からなる長方形板状の台座２

１と、マイクロプレートＭＰを案内する一対のガイドレ

ール２２と、転写器具１０の上下動をガイドする４本の

シャフト２４とを備えている。

【００２４】一対のガイドレール２２は、台座２１の長

手方向に平行にそれぞれ３本のビス２３により台座２１

に固定されている〔図２参照〕。一対のガイドレール２

２は、台座２１上に載置されたマイクロプレートＭＰの

長手方向の位置決め手段である。ガイドレール２２のビ

ス２３を挿通する孔は、長孔となっており、一対のガイ

ドレール２２間の間隔Ｌを微調整可能にしている。

【００２５】４本のシャフト２４は、台座２１の略中央

部であって、基板１２に固定した４個のシャフト挿通部

材１３のそれぞれの位置に対応するように立設されてい

る。各シャフト２４は、太軸部と細軸部とからなり、細

軸部にはコイルスプリング２５が外嵌されている。この

コイルスプリング２５は、人手で転写器具１０をＡ方向

に押し下げた際の衝撃吸収と、押下終了後に転写器具１

０を上方に自動的に押し戻す役割をする。この転写器具

１０の作動ストロークは、例えば３０ｍｍであり、最下

方まで押し下げたときであってもピン１１の挿入部１１

ｃはウエル５３の底面５３ａに到達する直前で停止する

ようになっている〔図３参照〕。

【００２６】また、台座２１の下辺には、位置決め用の

２本の位置決めピン２６が台座２１に穿設された穴に着

脱自在に嵌着され、同様に台座２１の上辺には、２本の

位置決めピン２７が台座２１に穿設された穴に着脱自在

に嵌着されている。台座２１に位置決めピン２６，２７

を配置した場合の位置決めピン２６，２７間の距離Ｍ

〔図２参照〕は、マイクロプレートＭＰの短辺の長さの

３倍の長さに相当し、マイクロプレートＭＰを用いての

転写操作を行う際に、マイクロプレートＭＰの位置決め

を行えるようにしている〔図４（Ａ）～（Ｄ）参照〕。

【００２７】次に、このように構成された第１の実施の

形態に係る試料の同時転写装置の動作について説明す

る。
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【００２８】まず、図４（Ａ）に示すように、台座２１

に位置決めピン２６を取り付けない状態で、転写元のマ

イクロプレートＭＰ１を横長にしてガイドレール２２間

に挿入して台座２１上に載置する。このマイクロプレー

トＭＰ１は、予め滅菌処理等が施されており、全てのウ

エル５３（この場合は９６個）には予め転写元の試料３

２が充填されているものとする。

【００２９】次いで、図４（Ｂ）に示すように、さらに

転写先のマイクロプレートＭＰ２を横長にしてガイドレ

ール２２間に挿入して台座２１上に載置する。このマイ

クロプレートＭＰ２は、予め滅菌処理等が施されてお

り、全てのウエル５３（この場合は９６個）には予め転

写先の液体等が充填されているものとする。転写先のマ

イクロプレートＭＰ２が挿入されると、転写元のマイク

ロプレートＭＰ１は、転写先のマイクロプレートＭプ２

に押し動かされて、転写器具１０の下位位置まで移動す

る。この後、位置決めピン２６を台座２１に取り付け

て、転写元のマイクロプレートＭＰ１を手前側（下方）

に押し戻し、転写元マイクロプレートＭＰ１と転写先の

マイクロプレートＭＰ２との長辺同士を密着させ、さら

に転写先のマイクロプレートＭＰ２の長辺を位置決めピ

ン２６に密着させる。この密着操作により、転写元のマ

イクロプレートＭＰ１の転写器具１０に対する位置決め

が行われる。

【００３０】この位置決め終了後、人手により把手１４

を掴んで転写器具１０をコイルスプリング２５の伸張弾

力に抗して矢印Ａ方向に押し下げると、位置決めされた

各ピン１１は対応した各ウエル５３に挿入され、各ウエ

ル５３に予め充填された試料３２が各ピン１１に同時に

付着される。この付着の際、ピン１１とウエル５３との

位置決めが完全に行われているので、各ピン１１には正

確に試料３２が付着される。付着後、把手１４から手を

離すと、転写器具１０は、コイルスプリング２５の伸張

弾力により自動的に上方に押し戻される。

【００３１】この転写器具１０が上方に押し戻された状

態では、図４（Ｃ）に示すように、各ピン１１の先端に

は微量の試料３２が付着している。この状態で、人手に

より転写先のマイクロプレートＭＰ２を矢印Ｂ方向に押

し出すと、転写元のマイクロプレートＭＰ１と転写先の

マイクロプレートＭＰ２とが同時にスライド移動され

る。そして、転写元のマイクロプレートＭＰ１の長辺を

位置決めピン２７に密着させると、転写先のマイクロプ

レートＭＰ２の転写器具１０に対する位置決めが行われ

た状態となる。

【００３２】この位置決め状態で、図４（Ｄ）に示すよ

うに、人手により把手１４を掴んで転写器具１０をコイ

ルスプリング２５の伸張弾力に抗して矢印Ａ方向に再び

押し下げると、位置決めされた各ピン１１は対応した各

ウエル５３に挿入され、ピン１１の先端に付着した試料

３２は各ウエル５３内の転写先に同時に転写される。転

写後、把手１４から手を離すと、転写器具１０は、コイ

ルスプリング２５の伸張弾力により上方に自動的に押し

戻される。これにより、試料３２の同時転写が完了す

る。

【００３３】このように、転写元のマイクロプレートＭ

Ｐ１の多数のウエル５３から転写先のマイクロプレート

ＭＰ２の多数のウエル５３への試料３２の転写であって

も、転写器具１０の２回の押下動作により、同時にかつ

確実に試料３２の転写を行うことができる。

【００３４】なお、複数枚のマイクロプレートＭＰに対

して試料３２の転写を実施する場合には、前述の操作を

繰り返せばよい。

【００３５】（２）　第２の実施の形態

【００３６】図５は、本発明の第２の実施の形態に係る

試料の同時転写装置Ｔ２を示す図であって、（Ａ）は転

写器具１０の斜視図、（Ｂ）は位置決めスタンド２０Ａ

の斜視図、（Ｃ）は転写器具１０と位置決めスタンド２

０Ａとを組み合わせてなる試料の同時転写装置Ｔ２の斜

視図である。

【００３７】第２の実施の形態と第１の実施の形態との

相違点は、第１の実施の形態が台座２１上に複数のマイ

クロプレートＭＰをスライド自在に載置できるようにな

っていたのに対して、第２の実施の形態は台座２１Ａが

マイクロプレートＭＰを１つ載置する面積しかない点で

ある。

【００３８】転写器具１０は、第１の実施の形態におけ

る転写器具１０と全く同様に構成されているので、その

詳しい説明を省略する。

【００３９】位置決めスタンド２０Ａは、厚手のアルミ

ニウム，鉄等の金属板からなる長方形板状の台座２１Ａ

と、転写器具１０の上下動をガイドする４本のシャフト

２４Ａと、４本のシャフト２４に外嵌された４個のコイ

ルスプリング２５Ａとから構成されている。

【００４０】台座２１Ａの中央位置には、マイクロプレ

ートＭＰを位置決めして載置するために、マイクロプレ

ートＭＰの外形と同等の大きさの浅い凹部（図示せず）

が形成されている。

【００４１】また、台座２１Ａの４隅には、４本のシャ

フト２４Ａが立設されている。シャフト２４Ａは、太軸

部と細軸部とからなり、細軸部にはコイルスプリング２

５Ａが外嵌されている。なお、位置決めスタンド２０Ａ

の構成部材の材質は、前記第１の実施の形態における位

置決めスタンド２０と同一である。

【００４２】次に、このように構成された第２の実施の

形態に係る試料の同時転写装置Ｔ２の動作について説明

する。

【００４３】転写器具１０のシャフト挿通部材１３を、

台座２１Ａのシャフト２４Ａにそれぞれ挿入してセット

状態にする〔図５（Ｃ）参照〕。

【００４４】次いで、ウエル５３に予め試料を充填済の
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転写元のマイクロプレートＭＰ１を台座２１Ａ上に位置

決めして載置し、把手１４Ａに手を添えて転写器具１０

をコイルスプリング２５Ａの伸張弾力に抗して下方に押

し下げる。すると、転写器具１０の各ピン１１はマイク

ロプレートＭＰ１の各ウエル５３に挿入される。この

後、転写器具１０から手を離すと、転写器具１０がコイ

ルスプリング２５Ａの伸張弾力によって自動的に上方に

押し戻される。この転写器具１０の１回の押下により、

転写器具１０の各ピン１１の先端に試料３２が付着され

る。

【００４５】次いで、転写元のマイクロプレートＭＰ１

を台座２１Ａから取り外し、代わりに転写先のマイクロ

プレートＭＰ２を台座２１Ａ上に位置決めして載置し、

把手１４Ａに手を添えて転写器具１０をコイルスプリン

グ２５Ａの伸張弾力に抗して下方に押し下げる。する

と、転写器具１０の各ピン１１は、マイクロプレートＭ

Ｐ２の各ウエル５３に挿入され、各ピン１１の先端に付

着していた試料３２が各ウエル５３内の転写先に転写さ

れる。この後、転写器具１０から手を離すと、転写器具

１０がコイルスプリング２５Ａの伸張弾力によって自動

的に上方に押し戻される。

【００４６】このように、第２の実施の形態において

も、第１の実施の形態と同様に、転写元のマイクロプレ

ートＭＰ１の多数のウエル５３から転写先のマイクロプ

レートＭＰ２の多数のウエル５３に対する試料の転写で

あっても、転写器具１０Ａの２回の押下動作により、同

時にかつ確実に試料の転写を行うことができる。

【００４７】なお、前記各実施の形態では、容器がマイ

クロプレート（測定容器）である場合を例にとって説明

したが、その他に培養容器，インキュベーション用容器

等の各種容器に対しても本発明を同様に適用することが

できることはいうまでもない。例えば、マイクロプレー

トＭＰのウエル５３の深さが１０ｍｍの場合を例にとっ

て説明したが、培養容器等のウエルの深さがより深い容

器であっても、ピン１１の作動ストロークが３０ｍｍ程

度と長いので、十分に対応可能である。

【００４８】また、前記各実施の形態では、９６個のウ

エルを有するマイクロプレートの場合を例にとって説明

したが、このようなマイクロプレートとは各種寸法の異

なる容器を使用する場合には、予め当該容器のウエル

数，ピン間隔等に適合した転写器具および位置決めスタ

ンドを用意して、前述と同様の操作を行えばよいことは

いうまでもない。

【００４９】ところで、本実施の形態における転写器具

１０の使用方法は、上述の手順による場合に限られるも

のではない。例えば、転写器具１０に試料を付着させる

段階では、シャーレ，バット等に入れられた試料に転写

器具１０の各ピン１１をジャブ漬けし、しかる後に位置

決めスタンド２０，２０Ａを用いて転写先のマイクロプ

レートＭＰ２の各ウエル５３内に試料を転写するように

してもよい。また、位置決めスタンド２０，２０Ａを用

いて転写元のマイクロプレートＭＰ１から転写器具１０

の各ピン１１に付着された試料を、転写器具１０を手に

持ってメンブランフィルタ等に接触させることにより、

メンブランフィルタ等へのドットプロッテング作業に使

用することも可能である。

【００５０】また、転写器具１０は、全てステンレス，

鉄等の金属材料で形成されているので、転写器具１０の

全てのピン１１をアルコールに浸漬後にガスバーナ等で

燃焼処理することにより、オートクレーブ等の滅菌装置

を使用することなしに、簡単に滅菌処理を行うできる。

【００５１】

【発明の効果】以上説明したように本発明の転写器具に

よれば、容器のマトリクス状に形成された複数のウエル

に一致するようにマトリクス状にピンを立設したので、

各ピンを容器の各ウエルに同時に挿入することができ、

転写元の試料の各ピンへの付着や、各ピンに付着した試

料の転写先の容器の各ウエルへの転写を同時に行うこと

ができるという効果がある。

【００５２】また、本発明の位置決めスタンドによれ

ば、複数のウエルがマトリクス状に形成された容器を位

置決めして載置するとともに、容器の各ウエルに一致す

るようにマトリクス状に複数のピンを立設した転写器具

を取り付けて案内するようにしたので、各ピンを容器の

各ウエルに同時に挿入することができ、転写元の試料の

各ピンへの付着や、各ピンに付着した試料の転写先の容

器の各ウエルへの転写を同時にかつ確実に行うことがで

きるという効果がある。

【００５３】さらに、本発明の試料の同時転写装置によ

れば、複数のウエルがマトリクス状に形成された容器の

各ウエルに一致するようにマトリクス状に複数のピンを

立設した転写器具と、容器を位置決めして載置するとと

もに転写器具を取り付けて案内するようにした位置決め

スタンドとを組み合わせるようにしたので、転写元の容

器の各ウエル内に充填された試料の各ピンへの同時付着

および各ピンに付着した試料の転写先の容器の各ウエル

への同時転写を一連の動作として短時間に容易に行うこ

とができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の第１の実施の形態に係る試料の同時転

写装置を示す図であって、（Ａ）は全体側面図、（Ｂ）

は要部（転写器具）斜視図である。

【図２】第１の実施の形態に係る試料の同時転写装置を

示す平面図である。

【図３】図１中の転写器具に立設されたピンとそれが挿

入されるウエルとの拡大図である。

【図４】（Ａ）～（Ｄ）は第１の実施の形態に係る試料

の同時転写装置の動作過程を示す図である。

【図５】本発明の第２の実施の形態に係る試料の同時転

写装置を示す図であって、（Ａ）は転写器具の斜視図、
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（Ｂ）は位置決めスタンドの斜視図、（Ｃ）は転写器具

と位置決めスタンドとを組み合わせてなる試料の同時転

写装置の斜視図である。

【図６】マイクロプレートを示す図であって、（Ａ）は

平面図、（Ｂ）は側面図、（Ｃ）はウエルの拡大断面図

である。

【符号の説明】

１０　転写器具

１１　ピン

１２　基板

１３　シャフト挿通部材

１４，１４Ａ　把手

２０，２０Ａ　位置決めスタンド

２１，２１Ａ　台座

２２　ガイドレール

２３　ビス

２４，２４Ａ　シャフト

２５，２５Ａ　コイルスプリング

２６，２７　位置決めピン

３２　試料

５３　ウエル

Ｔ１，Ｔ２　試料の同時転写装置

ＭＰ，ＭＰ１，ＭＰ２　マイクロプレート

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】


